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第１回明和町議会議員定数等の在り方調査会 会議録  

 

日 時  令和７年５月１２日（月） 開会 午前２時００分 

                  閉会 午後２時５３分 

場 所  明和町役場 委員会室 

 

会議に付した事件 

 １．委嘱状交付 

 ２．自己紹介 

 ３．座長、職務代理の選任 

 ４．今後の進め方、資料の確認 

  

出席委員（７名） 

 

欠席委員（０名） 

 

傍聴者 （１１名） 

  

事務局出席職員（２名） 

 

 

【議事録】 

 

議会事務局長 

改めまして、こんにちは。第１回明和町議会議員定数等の在り方調査会を始

めさせていただきたいと思います。私は、議会事務局の松井と申します。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 本日は、お手元の事項書のとおり、委嘱状の交付、自己紹介、座長及び職務

代理の選任、今後の進め方の順番で進行させていただきたいと思います。 

 本日みなさまご出席をいただいております。よろしくお願いいたします。 

 それでは、座長が決まるまでは、進行は辻󠄀井議長にお願いしたいと思います。

議長、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

みなさん、こんにちは。明和町議会議長の辻󠄀井でございます。 
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みなさまにおかれましては、公私何かとお忙しい中、ご出席をいただき、誠

にありがとうございます。座らせていただきます。 

冒頭にここに至るまでの経過をお話しさせていただいて、本題に入りたいと

思います。 

当町議会は、以前より常に議会改革に取り組んできてはおりましたが、昨今

のＳＮＳの発達や社会的な情報化の必要性、要望など、町民の期待などは、ま

すます増大し、議員や議会に対する見方は、より厳しいものになってきており

ます。 

これらのことを受け、令和５年３月に、議会基本条例の制定や、議員定数の

見直し、議会におけるペーパレスを主に改革を進めようと、議会改革特別委員

会を設置したところでございますが、中でも、議員定数に関しては、平成１８

年から見直しは行っておらず、現在の任期において検討してはどうか、との意

見が議員からあがりました。 

条例の制定や、ペーパレスも重要でありますが、時代に則した議員定数も、

また、重要でございます。近隣でも多気町や松阪市が定数を見直したこともあ

り、当町議会も検討することにいたしました。 

本日立ち上げていただく調査会は、地方自治法に基づく諮問機関であります

ので、報告書をいただいた後は、当議会でしっかり協議し、最終決定する所存

でありますから、よろしくお願い申し上げます。 

本日の会議は、局長も申しましたとおり、事項書に基づき、委嘱状の交付、

自己紹介、その後、議事に入らせていただきたいと存じます。よろしくお願い

します。 

ご参集のみなさまにおかれましては、公私何かとご多忙の中、委員をお引き

受けいただき、調査会にご出席いただき誠にありがとうございます。審議の程、

どうぞよろしくお願いいたします。 

なお、議事の進行は、要綱に基づき、座長が決まるまで、私がさせていただ

きますので、よろしくお願いいたします。 

また、本日と、最終回の在り方調査会におきましては、どなたも傍聴可能と

させていただいておりますので、重ねてお願いをいたします。また、２回目以

降の審議の際の傍聴については、委員のみなさまの判断におまかせしたいと思

いますのでよろしくお願いを申し上げます。 

なお、メディアの方々にお願いでございます。審議内容を新聞等の記事にさ

れる場合は、審議委員さんの個人のお名前は伏せていただくようお願いを申し

上げる次第です。 

それでは、事項に基づき、私から委嘱状の交付をさせていただきます。 
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＜各委員、順番に委嘱状交付（五十音順）＞ 

 

続きまして、本日が始めての調査会となりますので、簡単で結構ですので、

委員のみなさまの自己紹介をお願いいたします。 

 

＜各委員、事務局、順番に自己紹介＞ 

 

議長 

ありがとうございました。以上７名の委員で進めていただきたいと思います。 

続きまして、お手元に配布させていただいておりますが、明和町議会議員定

数等の在り方調査会設置要綱 第４条の規定により、座長と、座長の職務代理

を互選していただきたいと存じます。 

どなたか、ご推薦はございませんか。 

 

委員 

今隣に座ってらっしゃる川上先生は、松阪でもお世話になりましたので、ぜ

ひ委員長をしていただけるとありがたいなと思っておりますがいかがでしょう

か。 

 

議長 

 はい、ありがとうございます。委員長、この場合は座長ですが、座長に川上

哲委員さんをご推薦がありましたけれども、みなさんどうですか。ご異議ござ

いませんか。 

 

（異議なし） 

 

議長 

 異議なしと認めます。それでは次に座長の方から職務代理をご指名いただき

たいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

座長 

 小林先生にお願いしたいと思います。 

 

議長 

 それではこれよりの議事進行は川上先生にお願いをしたいと思います。 

 ではここで退席させていただきます。 
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座長 

 それでは、座長を拝命いたしました川上です。よろしくお願いいたします。

小林先生が職務代理ということでよろしくお願いいたします。 

それでは第１回目の議事を進めさせていただきたいと思います。 

 本日は、第１回目の調査会でございますので、今後の在り方調査会の進め方

について、事務局の方から説明をお願いいたします。 

 

議会事務局長 

 失礼いたします。まず説明に入る前に、お手元の資料の確認をさせていただ

きたいというふうに思っております。まずこのピンクの冊子でございますが、

こちらの方を１枚おめくりをいただきますと、資料の一覧表が一番最初につけ

てございます。ナンバー１からナンバー１６、及び別冊ということでございま

す。インデックスもつけておりますので、漏れはないかなというふうに思って

おりますが、またご確認いただく途中で落丁等ございましたらご連絡いただけ

ればと思います。それともう一つは薄緑色といいますか浅黄色といいますか、A

４版のアンケート集計結果報告書というものと、アンケートのクロス集計の結

果、A３版の大きいファイルがございまして、この３種類が主に資料として今後

見ていただくものというふうにご理解をいただければと思います。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

それでは、説明の方をさせていただきたいと思います。まずは、ピンクのフ 

ァイルの資料１をご覧いただきたいと思います。こちらが明和町議会議員定数

等の在り方調査会設置要綱でございます。最初ですので丁寧にご説明させてい

ただきたいと思います。 

 まず、１条 設置に関しましては、地方自治法第１００条の２の規定によりま

して、議員定数に関する事項の調査を依頼するため、明和町議会議員定数等の

在り方調査会 以下「調査会」というを設置をするというところです。 

所掌事務につきましては第２条ですが、調査会は、明和町議会議員の定数の 

考え方に関する事項等を調査し、調査結果を報告書として議長に提出をすると

いうものでございます。第２項は、調査会は、必要に応じて、前項の規定によ

る調査審議等の経過を議長に中間報告することができると、できる規定を設け

ております。 

 委員につきましては、第３条ですが、調査会は、７人の委員で組織をすると。 

２項 委員は、地方議会に関し学識経験のある者その他議長が必要と認める者の 

うちから、議長が委嘱をするということで、先ほど議長から委嘱をしていただ

いたところです。 

第４条座長につきましては、調査会に座長を置き、委員の互選によりこれを
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定めると。座長は、調査会を代表し、会務を総理すると。座長に事故があると

き又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理

するということで、職務代理としては小林先生、よろしくお願いいたします。 

第５条会議、調査会の会議は、必要に応じて開催をします。第２項 調査会の

会議は、座長が招集し、会議の議長となると。ただし、委員の委嘱前、最初に

開かれる会議は、議長が招集し、座長が定められるまでの間、その職務を行う

と。 委員は、調査会の開会場所に参集することが困難である場合は、オンライ 

ンで参加することができるとなっております。４調査会の会議は、委員４人以

上の出席がなければ、開くことができないとなっております。５ 会議の議事は、

出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合には、座長の決するとこ

ろによるということでございます。６ 座長が必要と認めるとき、又は調査会の

会議において議決したときは、委員以外の者に出席を求め、その説明又は意見

を聴くことができるというできる規定を設けております。 

そして、第６条任期でございますが、さきほどもございましたが、報告書を

提出した時までということでよろしくお願いをしたいと思います。 

庶務は議会事務局において行いたいと思います。 

その他８条ですが、この要綱に定めるもののほか、調査会の運営に関し必要な

事項は、議長が定めるということで、この要綱は令和７年４月１日から施行し

ております。どうぞよろしくお願いをいたします。 

そして、第６条の先ほど説明しました任期のところでございますが、本日が

第１回目でございまして、予定では、本年の１０月ごろを目途にということで

全部で５回程度を考えております。 

また、今回、議員定数を検討するにあたりまして、併せて、議員報酬等も検

討していただきたいというふうに考えております。 

その後、議長に提出されました報告書を基に、議会の方で検討を行い、最終

的に議員定数を何人にするかは、議員提出議案と言うかたちで、１２月定例会

の本会議に諮り、決定を行いたいとスケジュール的には考えております。検討

後の議員定数の適用は、次回の選挙からということで予定をしております。 

また、同時に、翌年１月に開催予定の、特別職報酬等審議会に報告書を基に、

議員報酬額についても諮問をしていきたいと考えております。よろしくお願い

します。 

ちなみに、次回の明和町議会議員選挙は、来年の１１月の予定をしておりま

す。よろしくお願いします。以上でございます。 

 

座長 

今、事務局長から説明をしていただきましたけれども、今後の進め方につき
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まして、ご意見やご質問等あれば、お願いをいたします。 

 

委員 

意見や質問ではなく確認ですけれども、今ご説明いただいた流れで資料３、資 

料４にあるようなスケジュールでやっていくと。要するに９月５日の第５回に

できれば答申というか最終的に意見書がかたまっているというスケジュール感

でやっていきたいということでよかったでしょうか。 

 

議会事務局長 

おっしゃるとおりでして、資料の説明、細かい説明は後ほどと思っておりまし 

たが、最初に説明をしていなくてすみませんでした。資料４につけております

今後の流れ、スケジュールをつけておりまして、このような目途で開催をして

いきたいというふうに思っております。ここの細かな第２回第３回の日程の最

終確認は最後にさせていただきたいと思いますので、本日の最後にさせていた

だきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。スケジュール的にはお

っしゃられたとおり、このようなかたちで進めていきたいと思います。 

 

座長 

 ありがとうございます。他に何かご質問、ご意見等ございませんか。よろし 

いでしょうか。続きまして、ピンク色の資料とこちらのアンケートの集計結果 

の報告につきまして順次ご説明をお願いいたします。 

 

議会事務局議事係長 

 失礼いたします。私の方からは資料の説明をさせていただきます。まずピン

ク色のファイルをご覧ください。 

資料１は先ほど申し上げました設置要綱ということで、資料２は名簿でござ 

います。資料３は既にご案内させていただいております開催日程一覧でござい

ます。資料４が、先ほどもありました当調査会のスケジュールでございます。

先ほどもありましたが、５回の予定をしておりますが、進捗状況等により６回

目を開催する場合もあるかと思いますので、その場合はお世話になりますがよ

ろしくお願いしたいと思います。 

続きまして、資料５をご覧ください。こちらは明和町議会議員定数削減、報 

酬削減等の経過ということで、資料５の１ページ目はこれまでの削減の経過を

記載しております。２ページ目以降はそれぞれの削減を決定するにあたっての

経過の詳細となっております。 

資料５の１ページ目をご覧ください。昭和３３年９月に明和町が発足した際、 



 7 

議員定数は２６名でございました。その後、①昭和４４年に４名減の２２名に、

②昭和６１年には２名減の２０名に。④平成１１年に２名減の１８名に。⑦平

成１８年には４名減の１４名にと、過去４度の定数見直しを行ってまいりまし

た。報酬等につきましては、③平成１１年に議会・委員会の費用弁償として日

額２，０００円支給をしておりましたが、こちらを全面廃止し、続いて平成１

２年には⑤議員旅費日当、視察の際の日当も廃止をいたしました。そして、⑥

平成１５年には議員報酬額を月額２３万円から２２万円に削減いたしました。 

今回、およそ２０年ぶりの定数見直しであり、初めてこのように調査会を設 

置して審議をしていただくことになりました。２ページ目以降はまたご確認い

ただきたいと思います。 

資料４のスケジュールに戻っていただきまして、区分の欄に「検討項目の確 

認」としまして、三重県下及び他県同規模町議会との議員定数比較、明和町の

財政状況と議会費の検討、住民の代表としての役割からみた議員定数、常任委

員会数及び委員定数、議員定数における町民の意向、議員報酬についてという

項目があげてございます。こちらを検討するにあったての資料が資料６以降と

なっております。 

資料６でございますが、こちらは県内市町及び類似団体の基礎データという 

ことで、県内市町と類似団体の人口、議員数、議員報酬額などのデータをまと

めてございます。この資料を見ますと、一番右端に議会費構成比とありますが、

議会費の構成比とは一般会計全体に対して議会に関する費用はどれくらいを占

めているのかという比率になります。この議会費の詳細としまして、資料７に

明和町議会費内訳ということで、令和３年から７年の議会費の内訳を記載させ

ていただきました。 

続いて資料８は明和町の財政状況として、令和７年度の当初予算の概要を財 

政担当が作成したものでございます。資料８の 6 ページ、表があるのですが、

黄色に塗ってあるところです。こちらは基金からの繰入額が年々増加している

という状況の表になっております。そして９ページ、基金残高調書の一番下、

計の欄、右から２つ目に１７億３２５万５千円とあります。そして一番右端下

の欄には１５億８，１９７万９千円とあり、これは令和７年度の基金取崩しの

額より基金残高の方が少なくなったという状況を示しており、町財政が厳しい

状況ということになっております。 

そして資料９でございますが、こちらは明和町議会における議員の公務活動 

の実態をまとめてございます。 

続きまして資料１０は明和町議会議員分布図ということで各地区の比率を記 

載いたしました。 

資料１１は明和町議会議員選挙結果の推移としまして、得票数等をまとめて 
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ございます。 

資料１２は各種選挙の投票率の推移としまして、平成１７年の衆議院議員選 

挙から令和 6年の衆議院議員選挙までの投票率をまとめてございます。 

資料１３は各投票所における投票率ということで、こちらは令和６年１０月 

２７日執行の衆議院議員総選挙小選挙区の数字となっております。 

資料１４は投票所一覧でございます。資料１３には投票区としか記載がござ 

いませんので、資料１４を合わせてご確認いただきたいと思います。 

資料１５は年代別、地区別の人口状況でございます。 

そして資料１６は令和６年中の人口動向となっております。 

続きまして、黄緑色のファイルをご覧ください。こちらは令和６年度に実施 

しました明和町議会改革のための町民アンケートの集計結果報告書でございま

す。 

Ａ４サイズのファイルの方、集計結果報告書の１ページ目をご覧ください。 

アンケートは３つの方法で調査を実施いたしました。一つ目が郵送によるアン

ケートで、１８歳以上の町民２，０００人を無作為に抽出し、郵送により送付

回収を行いました。こちらは６５２通の回答があり、回答率は３２．６％とな

っております。 

二つ目は Webアンケートで、令和７年２月にインターネット上で実施しまし 

た。議会だより、町ホームページ、町公式 LINEに掲載し、７９件の回答をいた

だきました。 

三つ目は議会懇談会でのアンケートで、令和６年度の議会懇談会の参加者に 

回答をお願いしたものでございます。こちらは７３件回答をいただきました。

合計８０４件の回答がございました。 

３ページ以降は調査結果の集計となっております。特に２１ページ、２２ペ 

ージの問１６、問１７、で議員定数と議員報酬についての設問があるのと、２

４ページ、問１９に取り組むべき課題についてというところで「議員定数や議

員報酬の見直し」に関する設問がございますので、またご確認いただきたいと

思います。 

その後ろには「記入回答編」としていただいたご意見等をまとめております。 

A３サイズの方はクロス集計結果でございます。クロス集計とは性別や年代、地

区など回答者の属性により回答内容の違いをみるための集計方法でございます。

郵送、WEB、議会懇談会と３パターンそれぞれのクロス集計となっております。 

またこちらもご確認いただければと思います。 

私からの資料の説明は以上です。 
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議会事務局長 

 一つお断りがございまして、先ほど係長から説明しました住民向けのアンケ

ートでございますが、郵送でお配りしたものと WEBとかですね、中の設問１７

に近隣の報酬額が載っているところが、アンケートの中の設問にございまして、

これが実は多気町の議員報酬が１９万円となっているのですが、正しくは２１

万５千円の誤りが後ほどわかりまして、アンケートをとった後でございました

のでどうしようもない状況ではございますが、誤った情報で記載をされておる

ということをご承知おきいただきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いい

たします。 

  

座長 

 説明ありがとうございます。ただいま事務局の方からこの調査会で活用する 

資料についてご説明がありましたけれども、現時点で何かご質問等ありますか。 

 

委員 

 資料の確認をさせていただいた中で、アンケートの方で報酬と議員の人数に 

注目があるということで読み取らせてもらったんですけれども、その後このス 

ケジュールとして、この調査会があって、議員さんの方で揉んでもらってどう 

していくかということで検討されるかたちかと思います。その中でこの調査会 

としての意図として、今までなかった、過去には人数や報酬を検討していただ 

いてやっておるんですけれども、今回調査会を立ち上げた経緯というかこの辺 

の重要性というかその辺の意図が、今後どういうふうに調査会を進めていくの 

かというのをもう少し教えていただければありがたいかなと思います。 

 

座長 

 ありがとうございます。では事務局長からよろしくお願いします。 

 

議会事務局長 

 確かにおっしゃられましたように、過去にこういった経緯で調査会をもとに 

議員定数を議論したことがなくてですね、実は近隣もあたってみたんですけれ 

ども、過去５年以内には三重県内には町レベルでは、こういった一般住民の代 

表者を交えた在り方調査会というのはしてなかったんです。今回明和町でこう 

いった一般住民の方に入っていただいて調査会を設けようというのは、先ほど 

の議長の最初の挨拶にもございましたが、令和５年の３月に議会改革特別委員 

会を立ち上げました。その際に３本柱としまして、議会基本条例の制定、ペー 

パーレス化、そしてもう一つが今ここで議論いただいております定数というこ 
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とで、この３本柱を主にですね、議会の改革を進めていこうということで、こ 

ういった時代もございますし、いろいろ昨今、議員さんも議員定数等もいろい 

ろ耳にされる中で、今回は身内だけ、いわゆる議員側だけで議論するんではな 

くて、アンケートもとり、一般住民の方の代表も入れ、定数をきちんと審議し 

ようというふうなかたちで決まったものでございます。一言でいうと議会改革 

特別委員会の方でお決めいただいたということでございます。 

 

委員 

 そうすると、ここの会で決めたところが基本的には通っていくかたちになっ 

ていくというかたちになりそうな雰囲気でいいんですかね。その辺の確認をで 

すね。資料なのか、実質的に動いていかないかんのかによって、私たちも初め 

てですので、どういう立場で発言していかなければいけないのかを確認させて 

いただいた方がいいかなと思いましたので聞かせていただきたいと思います。 

 

座長 

 事務局長、補足の説明はございますか。 

 

議会事務局長 

 おっしゃられましたように、この議員定数等の在り方調査会は地方自治法で 

こういった第三者機関を設けることができるという、できる規定に基づいて設 

置をさせていただいた諮問機関でございますので、こちらに議長から諮問して 

いただいたと。こちらで最終的に答申を出すと。この答申書というのは非常に 

重たいものがあるのかなというところから、一般的にはその後で議員の方で最 

終決定をいたしますけれども、かなり重要な組織、会であるという認識でござ 

いますので、議員の方ももちろんそういった体制で受け止めていただけるとい 

うふうに考えておりますので、今の調査会の委員さんの中でもですね慎重審議 

のほどどうぞよろしくお願いをしたいと思います。 

 

座長 

 私の方からも補足をさせていただきますけれども、法に基づく機関でありま 

すので、また明和町のこの調査会につきましては、住民代表の方もご出席をい 

ただいておるところであります。ですので、ここでの結果、答申については必 

ず定数等について拘束するといったものではありませんけれども、相当重たい 

意義をもっていると、いうふうに受け止めていただいて慎重なご審議をいただ 

ければというふうに座長としては考えております。 

 他になにか質問等はございますか。今日は１回目ですので、資料については 
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持ち帰ってよくご覧いただいて、２回目以降にまたご質問等あればしていただ 

ければというふうに思います。他に質問や意見がないようでしたら、本日はこ 

の説明までとして、第２回、第３回で定数・報酬等の検討、第４回で当調査会 

としての結論、最終回の第５回目は、報告書内容の各調査委員の表決というス 

ケジュール感で進めさせていただきたいというふうに思いますけれども、ご異 

議ございませんでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

座長 

 他になにかこの場でご発言したいという方はいらっしゃいますか。 

 

委員 

次回までに宿題みたいなものがもしあるんなら、読み込むのは当然なんです

けれども、意見を持ってこいであったりだとか、こういう定数にしたいであ

ったりだとか、議員報酬を上げる、下げるの案みたいなものは持ってきた方

がいいですか。 

 

座長 

 事務局長の方では何かありますか。 

 

議会事務局長 

先ほど、座長がおっしゃっていただいたとおり、２回目と３回目、４回目で 

はほぼほぼ方向をかためるということで、２回目と３回目が議論が主になると

ころだと思いますので、お持ち帰りをいただきまして、増やすのがいいのか、

下げるのがいいのか、報酬はどうなのかというところをご自身の中でお決めい

ただければと思います。案というかこちらの方でこうしたい、ああしたいとい

うのはこの会で決めていただくことでございますので、最終的には結果を出す

わけですけれども、次回までにどういうふうな方向で見てくださいというとこ

ろはなくてですね、ストレートにアンケートであるとか、過去の経過であると

か、こういった資料をもとに近隣の状況も含めて今の明和町の議員定数はいか

がなのか、報酬はどうなのかというところの検討をしていただきたいと思いま

す。特にこちらで案をつくるといったことはいたしませんので、よろしくお願

いします。 
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座長 

資料を見ていただいて、みなさんのお考えで結構ですので２回３回で定数等 

についてご議論をいただくというかたちにしたいと思います。 

他に何かございますか。 

よろしいでしょうか。そうしましたらこれで事項書に基づく議事は終わりに 

したいと思います。ここからの進行は事務局の方でお願いしたいと思います。

ご協力どうもありがとうございました。 

 

議会事務局長 

 委員のみなさま、本日はどうもありがとうございました。 

 本日は、みなさまおそろいでございますので、一応先ほどの資料の中で２回 

目以降の日程、細かい日まで確定した予定をお渡しをさせていただいておりま 

すが、２回目から５回が最終ということで、資料３，資料４のこの日程で進め 

たいと思いますが、その確認だけ今ここでさせていただきたいと思います。よ 

ろしいでしょうか。まずは２回目は６月２３日午後２時から、３回目は７月１ 

６日午前１０時から、４回目は８月６日午前１０時から、５回目は９月５日夕 

方３時からという流れでさせていただきたいと思います。よろしくお願いをし 

たいと思います。 

  

委員 

 第３回目の調査会が１０時からということは、議論が白熱すれば昼からもと 

いうことなんですか。それとも午前中に終わるという意味なんですか。 

 

議会事務局長 

 午前、午後は一区切りと考えておりまして、午前中でよろしくお願いをした 

いと思います。 

 2回目以降、最初に話のありました傍聴をどうするかというところもここでお 

決めいただければと思います。審議に入る場合には今のところは傍聴は控えて 

いただいた方がいいのかなと考えておりますが、みなさんのご意見を先生の方 

からふっていただければと思います。 

 

座長 

 今、局長からご提議のありました２回目から４回目までの傍聴についてです 

けれども、こちらは傍聴を許可するかしないかを決めたいと思うんですけれど 

も、みなさんの方で何かご意見等あればおっしゃっていただければと思うんで 

すけれども。 
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委員 

 座長さんが前回松阪市でやられた時にならわさせてもらったらどうかなと思

いますので、松阪市のことを教えていただけませんでしょうか。 

 

座長 

松阪市の場合は傍聴は可ということで、すべて進めておりました。 

 

議会事務局長 

松阪市さんは４名の委員さん全てが大学の先生というかたちであられました。

今回、住民代表の方々に入っていただいているということもございましたので、

県内、全町の確認もさせていただいたところ、こういった会自体がやってなか

ったんですね。それで、他の都道府県ではございますが、昨年同じようにやっ

たところの市がございまして、住民代表の方を入れているという、その場合に

は最初思っていたのは傍聴は不可というかたちでないと、やはり審議する段階

でいろんな方が見えていると住民代表の方々の発言がしにくいんじゃないかと

いうところから、そういった配慮をしたというところがございました。ただ、

進めていく中で、委員さんも慣れてきたので傍聴の方も入っていただいていい

よという流れに変わったそうでございますけれども、最初は傍聴は不可にして

いたというところでございました。 

 

座長 

 という説明ですけれども、他の委員の方何かご意見等ございますか。 

 

委員 

今の話を聞かせもらって、２回目、３回目はなしというかたちにしていただ

いて、４回目５回目は議員の方も説明とかあると思いますので、４回目を入れ

るか入れないか検討というかたちの中で、２回目３回目は不可というかたちに

した中で行ってみたらどうでしょうか。 

 

座長 

 ２回目３回目は不可として、４回目については後日検討するというご意見が

出されましたけれども、他に何かご意見ございますか。 

 

委員 

録音されているということなんですけれども、もちろん２回目、３回目も録

音するよと、この録音した音源であったりとかは公開されるのでしょうか。 
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議会事務局長 

公開しないです。傍聴が不可のものに関しましては公開は一般的にはしない

というものでございますので。ただ、情報公開請求というかたちで正式に出さ

れたら、実際の委員さんの発言のところはカットした方がいいのかなと、始ま

りとか終わりのところだけ公開するとかですね。実際、中身の話に関しては、

委員さんが傍聴不可とご希望された中で録音しているからといって録音を出す

よというものではございません。録音も出さない方向でございます。あくまで

も事務局が議事整理のため使うものということでございます。 

 

座長 

 他にご意見等あれば。 

 

委員 

先ほどから２回、３回と言っておりましたけれども、とりあえず、1 回だけと

いうか、どんな議論になるか全然私らも検討つきませんので、とりあえず第２

回の様子を見て、これは不可にした方がいいなというのであれば、３回目もそ

うして、２回目はとりあえず不可ということだけにしておいてもいいのではな

いかなと思いますけれども。 

 

委員 

傍聴はどれくらいの方という予想はされているんですか。 

 

議会事務局長 

傍聴可にすると全ての方になりますので、マスコミの方も議員さんも一般住

民の方もというかたちでございます。 

 

委員 

ではやはり第２回目は不可にさせていただいて、内容的に大丈夫ということ

であればしてもらってもいいのかなと思いますが。 

 

座長 

２回目は不可として、とりあえず３回目どうするかは再度決めるというご意

見が出されましたけれども、他に何かご意見ございますか。 

 では、ないようでしたら、次回２回目は傍聴不可として３回目以降について

は都度検討するというかたちにしたいと思うんですけれども、ご異議ございま

せんか。 
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（異議なし） 

 

座長 

 ではそのようにさせていただきます。 

 

委員 

傍聴については地元の出身の委員のみなさんが発言しにくいかもしれないと 

いうことで不可というご発言もあったので、とりあえず次回については不可で

しようと、それはそれで一つの考え方かなと思うんですけれども、録音と議事

録の取扱いですね。音源まで公開する必要はないと思うんですけれども、やっ

ぱりどういう議論を経て最終的に報告書ができあがったかということは決定の

透明性を高めていくという意味でも公開されていく必要があろうかと思うので、

もちろん、委員どなたが発言したかというのは、傍聴を不可にするという趣旨

からも、どなたが発言したかは伏せていただいて結構かと思うんですけれども、

どんな発言があったかということについては録音をおこした議事録のようなも

のは公開していただく必要があるんじゃないかなと。その辺が今、先ほどの説

明では不透明だったので、そこははっきりしていただきたいなというふうに感

じました。 

 

議会事務局長 

私の説明が不足しておりまして、中の審議の内容は、どういう審議がされた

かというのは公開するべきかと思っておりますので、そこのところは各委員さ

んもご承知おきいただいて、誰がどういう発言をしたというのは無いけれども、

こんな意見が出たという結果でまとめていくということでよろしくお願いした

いと思います。 

 

座長 

次回は傍聴不可で進めさせていただきたいと思います。特に他にご意見等な

ければ、これをもちまして、第１回目の明和町議会議員定数等の在り方調査会

を終了させていただきたいというふうに思います。 

 委員のみなさまにおかれましては、大変お忙しい中、ご出席をいただきまし 

て誠にありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。 

 本日はどうもありがとうございました。 

 


